
山形県立米沢栄養大学大学院履修規程 

 

平成 30 年４月１日規程第 19 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、山形県立米沢栄養大学大学院学則（平成 29 年学則第 号。以下「大学院

学則」という。）第 26 条第２項の規定に基づき、山形県立米沢栄養大学大学院（以下「本学大

学院」という。）における授業科目の履修方法等に関し必要な事項を定める。 

（主研究指導教員） 

第２条 学生の研究指導を担当するとともに、学生の授業科目の履修指導等に当たるため、学

生１人ごとに主研究指導教員が定められるものとする。 

（研究指導） 

第３条 研究指導は、学生１人ごとにその内容が定められるものとし、その研究指導について

は、主研究指導教員のほか、原則として１人以上の副研究指導教員が担当するものとする。 

（他大学の大学院等における研究指導） 

第４条 学生は、本学が協議をした他の大学の大学院及び研究所等（外国の大学の大学院及び

研究所等を含む。）において研究指導を受けようとするときは、主研究指導教員及び研究科長

の承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定により他の大学の大学院等において受けた研究指導は、本学大学院において受

けた研究指導の一部とみなすことができる。 

（履修の登録） 

第５条 学生は、毎学期初めに、履修しようとする授業科目について主研究指導教員の承認を

受けるとともに、履修届（別紙様式１）を所定の期日までに研究科長に提出しなければならな

い。 

（単位の授与） 

第６条 授業科目を履修した者には、当該授業科目を担当する教員が認定の上、所定の単位を

与える。 

（成績の評価） 

第７条 授業科目の成績の評価は、試験又は研究報告により行う。ただし、平常の学習活動の評

価をもって試験又は研究報告に代えることができる。 

２ 授業科目の成績は、100 点満点をもって評価し、60 点以上を合格とする。この場合におい

て、次の区分により、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格、Ｆを不合格として評価することができる。 

判   定 合      格 不合格 

評価 
評語 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｆ 

点数 100～90 点 89～80 点 79～70 点 69～60 点 59 点以下

（既修得単位の認定） 

第８条 大学院学則第30条の規定により取得したものとみなすことができる単位数の認定を受

けようとする者は、次に掲げる書類を所定の期日までに研究科長に提出しなければならない。 

（1）既修得単位認定申請書（別紙様式２） 

（2）卒業証明書又は在籍証明書（出身大学の大学院の発行するもの） 

（3）成績証明書（出身大学の大学院の発行するもの） 

（4）申請する授業科目について、出身大学の大学院等が作成した科目の内容、単位制度等単位

の換算・認定に必要な書類 

２ 研究科長は、前項の認定をしたときは、既修得単位認定通知書（別紙様式３）により、申請

者に通知する。 



（委任） 

第９条 この規程に定めるもののほか、授業科目の履修方法等に関し、必要な事項は研究科委

員会が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 



別紙様式１ 

履   修   届 
 

平成   年   月   日 

 

山形県立米沢栄養大学大学院 

健康栄養科学研究科長 殿 

 

学籍番号 

氏  名             

 

下記のとおり授業科目を履修したいので届けます。 
 

記 
 

平成   年度  前・後 期           分野           領域 

授 業 科 目 単位数 担 当 教 員 名 
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専
門
支
持
科
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専
門
科
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計   
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主研究指導教員 ㊞ 



別紙様式２ 

既 修 得 単 位 認 定 申 請 書 
 

年   月   日 

 

山形県立米沢栄養大学大学院 

健康栄養科学研究科長 殿 

 

学籍番号 

氏  名             

 

下記のとおり、他大学院で修得した単位を、山形県立米沢栄養大学大学院学則第 30 条の規定

による単位として認定していただきたく、関係書類を添えて申請いたします。 

 

記 

１ 単位を修得した大学院 

大学大学院         研究科        専攻 

 

２ 既修得単位として認定を受けようとする科目及び単位数 

＿＿＿＿＿大学大学院で 

修得した科目及び単位数 

本学大学院の単位として認定を 

受けようとする科目及び単位数 

科  目  名 単位数 科  目  名 単位数 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（注）大学院設置基準第 15 条に規定する科目履修生として修得した単位を含む。 



別紙様式３ 

既 修 得 単 位 認 定 通 知 書 

 

平成   年   月   日 

 

殿 

 

山形県立米沢栄養大学大学院 

健康栄養科学研究科長 

 

 

   年   月  日付けで申請ありました既修得単位の認定については、下記のとおり

決定します。 

 

記 

 

単 位 を 認 定 し た 科 目 名 単 位 数 備  考 

   

   

   

   

   

   

   

計        科目 単位 
 

 


